
作成年月日；令 和 ７ 年 ３ 月

評価責任者；地域産業基盤整備課長 市 川 紀 幸
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令和６年度 事後評価書

対 象 事 業 名 豊川用水二期事業

（関連工業用水道事業：静岡県湖西工業用水道事業・愛知県東三河工業用水道事業）

１．事 業 の 目 的

豊川用水事業は、愛知県東南部の平野及び渥美半島全域並びに静岡県湖西地域への農業用水の供給を目的として昭和24年に農林省によ

る農業用水専用事業として着手し、その後、昭和33年に工業用水、水道用水を含めた多目的事業に変更され、昭和36年に愛知用水公団(現

独立行政法人水資源機構)が事業を引継ぎ、昭和43年に事業が完了したものである。以後、豊川用水は、農業用水、工業用水及び水道用

水を供給してきた。

豊川用水二期事業は、通水開始以来約30年が経過して施設の老朽化が特に進行している水路等の改築を行うとともに、併設水路を整備

することにより施設の機能回復を図り、安定的な通水、効率的な水利用及び合理的な水管理の実現を図るため、平成11年度に着手した事

業である。その後、当該地域が平成14年に東海地震に係る地震防災対策地域、平成15年に東南海・南海地震防災対策推進地域に指定され

たことに伴い平成19年度に事業計画を変更し、大規模地震対策等を追加し、水路事業については平成23年度、大規模地震対策については

平成27年度完了している。

平成24年には内閣府より東海地震の発生確率が88％（30年以内）に上方修正された公表がなされ、また、耐震性能評価手法等における

技術的検討を平成25年度まで継続してきた水路トンネル(岩)等の豊川用水施設について、耐震性が不十分な施設があることが判明したこ

とから、平成27年度の第2回計画変更を行い、大規模地震対策等を追加し、令和12年度完了予定として進めていたところであったが、資

材価格や人件費の高騰、当初想定し得なかった工法変更用等により事業費の増嵩及び工期を延伸する必要が生じたため、第3回変更で総

事業費を改定し、事業工期を令和17年度まで延伸する予定である。

２．事 業 の 必 要 性

豊川用水は、通水開始以来約30年が経過して施設の老朽化が進行しており、施設機能の維持や通水の安定性の確保が困難となってきて

いる。さらに、豊川用水地域は東海地震に係る地震防災対策地域、東南海・南海地震防災対策推進地域に指定されており、地震による被

害を未然に防止するため幹線水路等の地震対策が急務となっている。万一、不測の事態等が生じた場合、市民生活に影響を及ぼす事はも

とより、工業・農業等の地域産業へ重大な影響が生じる事が懸念される。

３．事 業 の 概 要 、 外 部 要 因 な ど

事業の 本事業は、施設の機能回復及び合理的な水管理等の実現を図るため、老朽化が進行している幹線水路（開水路部分）等を

概要 改築すると共に、併設水路を新設するものである。また、当該地域が東海地震に係る地震防災対策強化地域（平成14年、大

規模地震対策特別措置法）、東南海・南海地震防災対策推進地域（平成15年、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に

関する特別措置法）に指定されたことに伴い、大規模地震対策等を実施する事としている。

地下水

保全の なし。

必要性

事業着手 ・施設の老朽化により漏水等の発生頻度が増しており、今後、安定的な通水に支障が生じ、第三者に大きな影響を与える事

の緊急性 が危惧されている。現在は、通常の維持管理等業務の中で事後対応による対策を実施している状態であり、抜本的な機能

回復措置とはなっていないため、老朽化が進行している水路等の改築、併設水路等の新設及び耐震対策を早急に実施し、

施設の機能回復等を実現する必要がある。

・当該施設周辺地域は、大規模地震の発生が切迫した状況にあり、万一不測の事態等が発生した場合、地域産業への影響は

もとより施設の被災に伴う第三者被害の発生が懸念される。

① 前回評価時（令和元年度） 事 後 評 価 時

需

要 給水区域： 給水区域：

の ・静岡県湖西工業用水道事業：静岡県湖西市(旧新居町含 ・静岡県湖西工業用水道事業：静岡県湖西市(旧新居町含

見 む) む)

通 ・愛知県東三河工業用水道事業：愛知県豊橋市、豊川市(旧 ・愛知県東三河工業用水道事業：愛知県豊橋市、豊川市(旧

し 御津町の区域)、蒲郡市、田原市(旧田原町の区域) 御津町の区域)、蒲郡市、田原市(旧田原町の区域)

立地業種と需要量 立地業種と需要量

○静岡県湖西工業用水道事業 ○静岡県湖西工業用水道事業

立地業種 計画水量(m
3
/日) 立地業種 計画水量(m

3
/日)

化学工業 2,200 化学工業 2,200

輸送機器 500 輸送機器 500

その他 27,990 その他 27,990

計 30.690 計 30,690

○愛知県東三河工業用水道事業 ○愛知県東三河工業用水道事業

立地業種 計画水量(m
3
/日) 立地業種 計画水量(m

3
/日)

化学工業 37,216 化学工業 37,216

食料品・飲料 3,120 食料品・飲料 3,120

鉄鋼業 7,632 鉄鋼業 7,632

輸送機器 40,348 輸送機器 40,348

その他 66,684 その他 66,684

計 155,000 計 155,000

給水量及び需要発生時期(令和元年度評価時) 給水量及び需要発生時期(令和6年度評価時)



工業用水供給量(2.430m
3
/s) 工業用水供給量(2.430m

3
/s)

○静岡県湖西工業用水道事業(0.402m
3
/s) ○静岡県湖西工業用水道事業(0.402m

3
/s)

・計画給水能力 30,690m
3
/日 ・計画給水能力 30,690m

3
/日

・契約給水量 16,997m
3
/日 ・契約給水量 16,543m

3
/日

・給水量 9,681m
3
/日 ・給水量 9,387m

3
/日

○愛知県東三河工業用水道事業(2.028m
3
/s) ○愛知県東三河工業用水道事業(2.028m

3
/s)

・計画給水能力 155,000m
3
/日 ・計画給水能力 155,000m

3
/日

・契約給水量 81,432m
3
/日 ・契約給水量 85,776m

3
/日

・給水量 31,628m
3
/日 ・給水量 33,194m

3
/日

② 施設規模： 施設規模：

事 1. 改築事業費 1. 改築事業費

業 ○事業費：248,390,000千円 ○事業費：286,690,000千円

計 うち共用事業費 216,000,000千円 うち共用事業費 251,000,000千円

画 うち工業用水負担分 16,371,985千円 うち工業用水負担分 19,272,101千円

静岡県 2,393,082千円 静岡県 2,828,098千円

愛知県 13,978,813千円 愛知県 16,443,913千円

2. 主要施設 2. 主要施設

○水源施設 1式 ○水源施設 1式

幹線水路 幹線水路

○大野導水路(全長約 6km) ○大野導水路(全長約 6km)

・水路橋補強 2箇所 ・水路橋補強 2箇所

・本線水路改築 約 0.4km ・本線水路改築 約 0.4km

・併設水路施設 約 6.4km ・併設水路施設 約 6.4km

○東部幹線水路(全長約76km) ○東部幹線水路(全長約76km)

・本線水路改築 約29.0km ・本線水路改築 約29.0km

・併設水路施設 約73.1km ・併設水路施設 約73.1km

○西部幹線水路(全長約36km) ○西部幹線水路(全長約36km)

・本線水路改築 約12.6km ・本線水路改築 約12.6km

・併設水路施設 約36.8km ・併設水路施設 約36.8km

○牟呂松原幹線水路等水路改築 24.0km ○牟呂松原幹線水路等水路改築 24.0km

○管理施設 1式 ○管理施設 1式

支線水路 支線水路

○国営級水路(全長約55km) ○国営級水路(全長約55km)

・共用水路 3.9km ・共用水路 3.9km

・専用水路 51.1km ・専用水路 51.1km

・付帯ため池 1式 ・付帯ため池 1式

○県営級以下水路 414km ○県営級以下水路 414km

3. 建設工程 3. 建設工程

○工期 平成11年度～令和12年度 ○工期 平成11年度～令和17年度

③ A. 総便益：308.47億円 A. 総便益：484.48億円

費 B. 総費用：235.42億円 B. 総費用：356.69億円

用

便 費用便益比：A / B = 1.31 費用便益比：A / B = 1.36

益

分

費用便益比は1.36であり、1.0以上を確保しているため事後評価時の要件を満たしており、二次評価は実施しない。

事業対 水資源機構は今後も事業計画どおり当該事業を実施していく方針である。

応方針

公表 有 水資源機構のホームページにて公表する。

(1) 説明

本事業は、通水開始から約30年が経過して施設の老朽化による漏水等の発生頻度が増しており、安定的な通水が行えず、第三者に

大きな影響を与えることが危惧される。このような状況において、通常の維持管理業務の中で随時補修等（事後対応）による対策を

行ってきているところであるが、抜本的な機能回復措置となっていないため、老朽化が進行している水路等の改築及び併設水路の新

設ならびに耐震対策等を行うことにより、施設の機能回復及び合理的な水管理等の実現を図るものである。

・総事業費 ；2,866.90億円

・補助対象事業費； 193.00億円

・補助金総額 ； 43.43億円 （補助率：22.5％）

(2) 目標達成時期； 令和17年度

(3) 目標達成度； 73.3％（令和5年度末事業費ベース）

(4) 次回事後評価時期； 令和11年度

(5) 目標達成状況に影響しうる外部要因など考慮すべき事項； なし

＜予算額等＞

予算費目名：＜一般＞

開始年度 終了年度 事業実施主体 補助率 主な対象者（顧客）

平成11年度 令和17年度 独立行政法人水資源機構 22.5[％] 受水先 計81社

(東三河58、湖西23)



R7FY要求額 R6FY予算額 R5FY予算額 総予算額 総執行額

65,499[千円] 99,464[千円] 154,331[千円] 4,342,500[千円] 3,183,000[千円]

４．有 効 性 、 効 率 性 等 の 評 価

(1) 手段の適正性

本事業の実施にあたっては、事業主体である水資源機構が事業実施計画を策定した上で、これに沿って事業を実施している。また、

本事業の内容については費用対効果を検討した上で決定しており、本事業の手段は適正と考えられる。

(2) 効果とコストとの関係に関する分析；

社会割引率を考慮して総便益と総費用を算出した。なお、評価対象期間の初年度は、当該二期事業の開始年度である平成11年度（1

999年）とする。評価期間は、二期事業の対象施設である幹線水路等の耐用年数から算出する総合耐用年数が約50年であるため、令和

30年度（2049年）までとする。

A. 総便益 ；484.48億円

① 工業用水の調達コスト削減便益（利用者便益） ；427.68億円

説明；二期事業により水路改築を実施せず施設が損壊し、利用者が上水道から工業用水を確保した場合に必要となる増加費用

を便益として計上する。

② 地震による施設損壊リスク回避便益（利用者便益） ； 12.46億円

説明；二期事業を実施しない場合に発生する震災時の水路等施設の損壊に伴い、工場が操業停止に陥る場合に発生する付加価値

減少額を便益として計上する。なお、便益の算定期間は、大規模地震対策事業完了後（令和18年度）からとする。

③ 地震等による施設損壊リスク回避便益（供給者便益） ；1.06億円

説明；水路改築及び大規模地震対策の実施により、施設の損壊が回避された事に伴う応急復旧費用の節減分を便益として計上す

る。なお、便益の算定期間は、大規模地震対策事業完了後（令和18年度）からとする。

④ 維持管理費節減便益（供給者便益） ； 43.28億円

説明；二期事業を実施した場合、改築された施設は健全な状態に回復し維持管理費は減少するが、事業を実施しなかった場合は

老朽化の進行に伴い、補修・補強等の追加対策が必要となるため、維持管理費は増高することとなる。

よって、二期事業により水路改築及び大規模地震対策を実施した場合の維持管理費の予測値と、事業を実施しなかった場

合の維持管理費の予測値の差分を事業実施に伴う便益として計上する。

B. 総費用 ；356.69億円

① 二期事業費 ；371.54億円

説明；二期事業の総事業費のうち、工業用水道負担分の事業費を計上する。

② 維持管理費 ； 0.59億円

説明；二期事業により新設する併設水路の維持管理費及び施設の耐用年数に応じた更新費を計上。なお、改築する既設水路及び

トンネルの維持管理費は、二期事業の実施により増減が発生しないため計上しない。

③ 更新費 ； 6.81億円

説明；評価期間中に耐用年数に達する施設の更新費のうち、工業用水道負担分を計上する。

④ 残存価値 ； 22.25億円

説明；算定の最終年度で耐用年数に達していない施設について、使用年数に応じた残存価値として計上し、①から③の合計額か

ら差し引く。

費用便益比；A / B ＝ 1.36

費用便益比の算定に含まれないその他の特別な事情

① 地域振興計画との関連性：なし

② その他特別な事情：なし

(3) 知見の活用

水資源機構は、令和6年7月に学識経験者による本事業の事業評価に係る第三者委員会を開催しており、当該委員会において本事業

を引き続き実施することは妥当であると判断されている。

(4) 評価の過程に使用した情報

・工業用水道事業政策評価実施要領に基づく事後評価総括表等

(5)「評価の過程に使用した情報」の問合せ先

独立行政法人 水資源機構

http://www.water.go.jp/honsya/honsya/torikumi/jigyohyoka/index.html

５．評 価 結 果

工業用水道事業に係る政策評価実施要領に照らし合わせた結果、本事業は継続的に補助対象とすることが妥当である。


